
 

ＪＲローカル線の維持に向けた国の積極的関与と支援措置を求める意見書 

 

ＪＲ会社が担う全国的な鉄道ネットワークは、ユニバーサルサービスとしての役

割を担い、各社の経営状況にかかわらず、全国で公平かつ安定的に確保されるべき極

めて重要な交通インフラである。 

しかしながら、近年の人口減少や少子高齢化、地方の過疎化など、社会情勢の変

化に伴い、特定のＪＲ会社では経営の効率化を迫られる中、利用の少ないローカル線

の維持と持続可能性の両立が大きな課題となっている。 

山陰本線（竹野駅～香住駅～浜坂駅～岩美駅）区間などでは、特急列車の停車駅

にもかかわらず、依然として ICOCA 等の IC 乗車券に対応していない駅が存在し、地

域住民や観光客から早期対応を求める声が上がっている。地域間の利便性格差を解消

し、利用促進を図る観点からも、ＪＲ各社と自治体の連携が図られるよう、国の積極

的な支援と関与が不可欠である。 

地方創生を実現させ、災害に強い鉄道ネットワークを将来にわたって維持するこ

とは、国の責務であり、鉄道のあり方は、自治体や鉄道事業者任せにするのではなく、

国が責任を持って取り組む必要がある。 

ついては、ＪＲローカル線の維持に向け、国による積極的な関与と必要な支援措

置について、次の事項に関し特段の対応を講じられるよう強く要望する。 

 

記 
 

１ 広く国民にユニバーサルサービスとして提供する社会基盤となる鉄道ネットワー

クのあるべき姿を明らかにすること。その上で、利用が少なくても国土の均衡あ

る発展に必要な路線については、ＪＲ各社の経営状況にかかわらず、国の責務で

維持すること。 

２ ＪＲローカル線については、安易な減便を行わないよう指導するとともに、鉄道

事業者による ICOCA 等の IC 乗車券対応の促進を含むキャッシュレス化の導入や駅

設備の改良など、利便性向上の取組を支援すること。また、これらの取組を通じ

て利用者の増加や地方創生が進むよう、国による財政的・技術的支援制度を創設

すること。 

３ 経営の効率化や災害等を契機に、鉄道事業者側の一方的事情で、安易に存廃や再

構築議論を行わないよう、自治体の意向を十分に尊重した上で制度運用すること

を、国の責任においてＪＲ各社に対し厳格に指導すること。 

４ 令和５年の法改正以降、ＪＲローカル線の再構築の取組が全国的に進められ、地

方から様々な意見がある状況を踏まえ、国により再構築の議論の深化を図るため

に開催されている「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関す

る検討会（第２期）」では、地方の意見を十分に聴き、現状に合った必要な見直

しを行うとともに、一部の自治体のみが負担を強いられることがないよう、公平

な制度構築を行うこと。 



 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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